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本計画書は、 

 

・平成１０年１０月 岩手県地方港湾審議会 

・平成１０年１１月 港湾審議会第１６７回計画部会 

 

の議を経、その後の変更については、 

  ・平成１３年１２月 岩手県地方港湾審議会 

・平成１７年９月 岩手県地方港湾審議会 

・平成１７年１１月 交通政策審議会第１６回港湾分科会 

 

の議を経た釜石港の港湾計画の軽易な変更をするものである。 
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変更理由 
 

 津波避難路の整備により地域の災害の防止を図るため、須賀地

区において、土地利用計画を変更する。 
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土地造成及び土地利用計画 

 
１ 土地利用計画 

 

土地利用形態の変更に対応するため、土地利用計画を次のとおり

計画する。 

 

表１－１ 土地利用計画 （単位：ha） 

地区名 埠頭用地 港湾関連

用地 

工業用地 交通機能

用地 

緑地 合計 

須賀 
（14） 

14 

（3） 

3 

（29） 

29 

（2） 

2 

（2） 

5 

（50） 

53 

注１）（ ）は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に、特に

密接に関連する土地利用計画で内数である。 

注２）今回の「変更」に係る地区のみ記述した。 

注３）端数整理のため、内訳の和は必ずしも合計とはならない。 

 

 

既定計画（単位：ha） 

地区名 埠頭用地 港湾関連

用地 

工業用地 交通機能

用地 

緑地 合計 

須賀 
（14） 

14 

（3） 

3 

（31） 

31 

（2） 

2 

（2） 

2 

（51） 

51 
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その他重要事項 

１ 港湾及び港湾に隣接する地域の保全 

 

港湾及び港湾に隣接する地域の災害の防止を図るため、災害を防

止するための主要な施設について、次のとおり計画する。 

 

１ 津波災害防止施設 

    須賀地区 避難路 3.1ha 
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釜石港港湾計画位置図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須賀地区 
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（既定計画）

（既設）

　耐震強化岸壁（緊急物資） （既設）

（既定計画）

（既設）

　船揚場 （既設）

　専用岸壁 （既設）

（既定計画）

（既設）

　防波堤 （既設）

（既定計画）

（既設）

　臨港道路 （既設）

（既定計画）

（既設）

（既定計画）

（既設）

　その他緑地 （今回計画）

　その他用地

凡　　　例

　泊地

　緑地

　埠頭用地

　公共岸壁

　物揚場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釜石港港湾計画図 


